
災害時における災害情報等の放送に関する協定書 

 

石狩市（以下「甲」という。）と株式会社さっぽろ村ラジオ（以下「乙」という。）は、

災害発生時等における避難勧告、災害の状況、水・食糧等の供給状況、安否情報及びライ

フラインの復旧等必要な情報（以下「災害情報等」という。）の放送に関し、次のとおり

協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、地震、風水害等の災害が石狩市内で発生し、又は発生するおそれが

ある場合に、石狩市地域防災計画に基づき、市民への迅速かつ正確な情報が伝わるよう

甲乙相互に協力する災害情報等の放送について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（災害情報等の放送） 

第２条 甲は、石狩市内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、乙の

放送網を利用し、乙の了解のもと災害情報等の放送の要請をするものとする。 

２ 甲は、乙に対し災害情報等の放送の要請をする場合は、放送要請書（別記様式）によ

るものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で行い、後日放送要請書をもって処理する

ものとする。 

３ 乙は、前項の規定による甲からの放送の要請に対し、放送の形式、内容等をその都度

自主的に決定し、可能な限り災害情報等を放送するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第３条 災害情報等の放送が確実かつ円滑に実施できるよう甲及び乙は、それぞれ連絡責

任者を定め、相互に届け出ておくものとする。 

 

（放送料） 

第４条 災害情報等の放送に係る放送料は無料とする。ただし、その放送が長期間にわた

る場合は、甲乙協議するものとする。 

 

（協定の有効期間） 

第５条 この協定の有効期間は、平成19年6月1日から平成20年5月31日までとする。ただし、

期間満了の3箇月前までに甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに1年間延長され

たものとみなし、以後この例による。 

 

（協議） 

第６条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない

事項については、甲乙協議して定めるものとする。上記協定締結を証するため、本協定

書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する 

 

 

 

 

 

 



平成19年6月1日 

 

 

甲 石狩市花川北6条1丁目30番地2 

 

石 狩 市 長  田 岡 克 介 

 

 

乙 札幌市東区北12条東7丁目1番15号 

株式会社 さっぽろ村ラジオ 

 

代表取締役  駒 嶺   守 



別記様式 

放 送 要 請 書 
 

 

㈱さっぽろ村ラジオ 様 

 

 

石狩市長 

 

 

災害緊急事態等における非常放送に関する協定第2条の規定に基づき、次のとおり非常放

送を依頼します。 

 

記 

 

区 分 地震情報 ・ 津波警報 ・ その他（      ） 

（放送文） 

備 考 

 

要請日時 平成 年 月 日 午  時 分 

送信者 

石狩市 

総務部 総務課 

危機管理担当 

 
受領日時 平成 年 月 日 午  時 分 

石 狩 市        電話（代表）0133-72-3111 FAX 0133-75-2275 

（直通）0133-72-3190 

㈱さっぽろ村ラジオ    電話    011-723-8130 FAX 011-723-7775 


